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行政処分概要

障害福祉サービス事業所の取消し

本日（８月４日）、市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の２９第２項及び児童福祉法第

（昭和２２年法律第１６４号）２４条の３６に基づき、別添のとおり指定の取消

し処分の行政処分を行いました。

事業内容



令和５年８月４日 

 

指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者に対する 

行政処分について 

 

 本日（８月４日）、市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「総合支援法」という。）第５１

条の２９第２項及び児童福祉法第（昭和２２年法律第１６４号）２４条の３６に

基づき、下記のとおり指定の取消し処分の行政処分を行いました。 

 

１ 事業者の名称等 

名   称 株式会社ＫＡＩＫＡ 

代 表 者 代表取締役 安藤 康子 

所 在 地 鳥栖市古野町２６８番地３ 宮原ビル１０３号 

 

２ 指定事業所 

   事 業 所 名 鳥栖障害者相談支援センター 

   所 在 地 鳥栖市古野町２６８番地３ 宮原ビル１０３号 

   事業の種類 指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所 

指定年月日 令和５年２月１日 

 

３ 処分の内容等 

   処分の内容 指定の取消し 

   取消年月日 令和５年８月４日 

 

４ 処分の理由 

 ■概要 

   事業所ごとに必ず１人以上の相談支援専門員を配置すべきであったが、

開所当初から人員基準を満たしていなかった。 

 

・指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者は、事業所ごとに必

ず１人以上の相談支援専門員を配置すべきであったが、開所当初から人員

基準を満たしていなかった。（総合支援法第５１条の２９第２項第３号、８

号、児童福祉法第２４条の３６第３号、第８号） 

・指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者は、指定計画相談支

援事業の運営に関する基準に従って適正な指定計画相談支援の事業の運営

をすべきであったが、従業者に対する必要な指揮命令がなされていなかっ

た。また、相談支援専門員が行うこととされているサービス等利用計画書の



作成及び利用者への説明について、相談支援専門員以外の従業者が当該業

務を担当していた。（総合支援法第５１条の２９第２項第４号、児童福祉法

第２４条の３６第４号） 

・計画相談支援給付費の請求に関し不正があった。（総合支援法第５１条の 

２９第２項第５号、児童福祉法第２４条の３６第５号） 

・指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業所と一体的に運営する

一般相談支援事業において、指定基準違反が確認された。（総合支援法第５

１条の２９第２項第９号） 

 

５ 経済上の措置 

  不正に請求し、受領した給付を返還させます。 

  支給決定を行った関係市町が精査したうえで不正請求額を確定し、当該不

正請求額に１００分の４０を乗じて得た額を加算して事業者から返還を求め

ることになります。 

  不正請求額 約６５，０００円（概算） 

 

６ 利用者について 

  利用者については、既に別の事業所へ引き継ぎ済です。 
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